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第１章 耐震改修促進計画の基本的事項

１．計画策定の背景と目的

１１－－１１ 計計画画策策定定のの背背景景

平成17年1月17日未明に発生した「兵庫県南部地震」を契機に、建築物の地震に対する安全性

の向上等を図ることにより、大規模地震から国民の生命と財産を守ることを目的として、同年１２月

に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が施行された。

その後も、平成12年の「鳥取県西部地震」、平成16年の「新潟県中越地震」、平成17年の「福岡

西方沖地震」等、近年、各地で大規模な地震が発生しており、今後も大きな被害が想定される地震

の発生が危惧されている。

このような状況の中、地震の想定される被害の半減化等を目的として平成 17年の中央防災会議

において“建築物の耐震化”を社会全体の国家的な緊急課題として位置づけ、全国的な規模で緊急

かつ強力的に実施することとする「建築物の耐震化緊急対策方針」が決定された。これを受け、平

成 17 年 10 月に改正耐震改修促進法が成立し、平成 18 年 1 月 26 日に耐震改修促進法の改正法

が施行された。

この改正法では、第４条で国土交通大臣は建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため

の基本的な方針を定め、第５条第１項で、都道府県はこの基本方針に基づき都道府県計画を策定

することが義務付けられた。また同条７項で、市町村は基本方針および都道府県耐震改修促進計

画を勘案して、当該市町村における区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため

の計画を定めるよう努めるものとしている。

これを受け、島根県では平成 19 年 2月に島根県建築物耐震改修促進計画の策定がなされた。

図図１１－－１１ 計計画画策策定定のの背背景景

知夫村耐震改修促進計画(H22.3)
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１－２ 計画の目的

「知夫村建築物耐震改修促進計画」は、地震による建築物の被害及びこれに起因する人命や財

産の損失を未然に防止するため、昭和 56 年以前に建築された建築物の耐震診断や現行基準を満

たしていない建築物の耐震改修を総合的かつ計画的に進め、本村における建築物の耐震化を促進

することを目的とする。

１－３ 法律の概要

耐震改修促進法の概要（平成７年１２月施行）

Ａ：特定建築物の所有者の努力

特定建築物の所有者に対する耐震診断、耐震改修の努力義務

Ｂ：指導及び助言並びに指示等の実施

所管行政庁による、特定建築物への指導及び助言並びに指示等

Ｃ：耐震改修の計画の認定

耐震改修をしようとする者に対する、所管行政庁による認定

※認定を受けることで建築基準法の緩和・特例が適用

改正耐震改修促進法の概要（平成１８年１月施行）

Ａ：計画的な耐震化の推進

●第4条…国は基本方針の作成義務

●第5条…地方公共団体は耐震改修促進計画を作成

都道府県:義務付け 市町村:努力義務

Ｂ：建築物に対する指導等の強化

●指示等の対象に、幼稚園、小中学校、老人ホーム等を追加

●指示等の対象に、危険物を取り扱う建築物を追加

●指導等の対象に、道路閉塞させる住宅・建築物を追加

●地方公共団体の指示に、理由もなく従わない特定建築物を公表

●倒壊の危険牲の高い特定建築物については建築基準法により改修を命令

知夫村は耐震診断･耐震改修の支援や施策を行います
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Ｃ：耐震化の支援制度を充実

●耐震改修支援センターによる債務保証、情報提供等の実施

●住宅・建築物耐震改修等事業の拡充

●耐震改修促進税制の創設

Ｄ：普及・啓発

国及び地方公共団体は、国民の理解と協力を得るため、建築物の地震に対する安全性の向上

に関する啓発及び知識の普及に努める。

２．促進計画の位置づけ及び内容等

２２－－１１ 促促進進計計画画のの位位置置づづけけ

促進計画は、災害対策基本法に基づく「島根県地域防災計画（震災編）」の関連計画として位置

づけられるものであり、促進計画策定事項は、この地域防災計画の震災予防計画及び震災応急対

策計画に反映させるものとする（図１－２）。

なお、これらの関連計画の改訂等が行われたときは、必要に応じて本計画の見直しを行う。

図図１１－－２２ 計計画画のの位位置置づづけけののイイメメーージジ

耐 震 改 修 促 進 法

国 基 本 方 針

国

島 根 県

地域防災計画（震災編）
島根県

建築物耐震改修促進計画

知夫村

建築物耐震改修促進計画

島 根 県

緊急輸送道路ネットワーク計画

知夫村

地域防災計画

既存建築物の地震防災対策

島根県

知夫村
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島根県耐震改修促進計画

国 の 基 本 方 針

２２－－２２ 対対象象建建築築物物

耐震化の目標を設定する建築物は、昭和 56 年 5 月以前に建築された新耐震基準に適合しない

建築物で、住宅及び特定建築物とする。住宅は居住世帯のある建築物を対象とし、一戸建て、長屋、

共同住宅を示す。特定建築物は下記に示す3つに分類され、耐震改修促進法第6条 1項各号に掲

げる規模、用途を満たす建築物とする。

（１）多数のものが利用する建築物（耐震改修促進法第 6 条第 1 号、表１－１）

（２）危険物の貯蔵所又は、処理場の用途に供する建築物（耐震改修促進法第 6 条第 2 号）

（３）地震発生時に通行を確保すべき道路の沿道建築物（耐震改修促進法第6条第3号）

２２－－３３ 促促進進計計画画のの内内容容

促進計画は、国の基本方針及び島根県耐震改修促進計画に基づき、次に掲げる事項について

定める。

① 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標に関すること。

② 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関すること。

③ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関すること。

④ 建築基準法による勧告又は命令の実施方法に関すること。

⑤ 施策実施主体の役割分担及び計画フォローアップ体制のあり方に関すること。

⑥ その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関すること。

２２－－４４ 促促進進計計画画のの計計画画期期間間

本計画の実施期間は、計画策定後の平成２２年度から平成２７年度までの６年間とする。なお、

本計画は耐震化の進捗状況及び施策の取組み状況について県県を行い、必要があれば見直しを

行うものとする。

図図１１－－３３ 促促進進計計画画のの計計画画期期間間

平成２２年度

平成１９年度

平成１８年度

知夫村耐震改修促進計画

平成２７年度
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表表１１－－１１ 特特定定建建築築物物一一覧覧

種 別 用 途 特定建築物の規模要件

学校（小学校、中学校）
階数2以上かつ1,000㎡以上

（屋内運動場の面積を含む）

体育館（一般公共の用に供されるもの） 1,000 ㎡以上（階数要件なし）

診療所

集会場

卸売市場

物品販売業を営む店舗

ホテル、旅館

賃貸住宅（共同住宅に限る）

事務所

階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上

老人ホームその他これらに類するもの 階数 2 以上かつ 1,000 ㎡以上

保育所 階数 2 以上かつ 500 ㎡以上

理髪店、その他これらに類するサービス業を営む店

舗

工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する

建築物を除く。)

車両の停車場又は船舶の発着場を構成する建築

物で、旅客の乗降又は待合の用に供するもの

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又

は駐車のための施設

①
多
数
の
者
が
利
用
す
る
建
築
物

郵便局、税務署その他これらに類する公益上必要

な建築物

階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上

②危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

【知夫村において、当該施設は平成２１年末時点で存していない】

政令で定める数量以上の危険

物を貯蔵、処理する全ての建

築物

③
通
行
を
確
保
す
べ
き

道
路
沿
い
の
建
築
物

地震によって倒壊した場合においてその敷地に接

する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を

困難とするおそれがあり、その敷地が島根県建築

物耐震改修促進計画に記載された道路に接する建

築物(図1-4)

全ての建築物
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＊多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある住宅・建築物

＊＊道道路路にに接接すするる建建物物でで６６ｍｍのの高高ささをを超超ええるる建建築築物物（（前前面面道道路路幅幅員員 1122ｍｍ以以下下））

図図１１－－４４ 通通行行をを確確保保すすべべきき道道路路沿沿いいのの建建築築物物のの対対象象ととななるる道道路路をを閉閉塞塞ささせせるる住住宅宅・・建建築築物物

道路閉塞させる住宅・建築物
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第２章 建築物の耐震化の現状等及び問題点、課題

１．地震の災害履歴

１１－－１１ 知知夫夫村村のの地地形形・・地地質質

島の中央南部にわずかに平地が開けるほかは急峻な山が連なって海岸に迫り、断崖絶壁を形成している。

西海岸には高さ 200 メートルもの巨大な赤い岩の壁「知夫赤壁」がある。

当地は、500 万年前の火山島だが浸食で火山地形が失われているため火山ではなく第三紀の火山岩類と

して扱われている。

出典：通商産業省工業技術院地質調査所（地質図）
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１１－－２２ 地地震震特特定定観観測測地地域域のの指指定定

島根県東部は国の「地震特定観測地域」に指定されているが、当地は含まれていない。

図図２２－－１１ 地地震震特特定定観観測測地地域域とと観観測測強強化化区区域域（（地地震震予予知知連連絡絡会会：：11997788 指指定定））

１１－－３３ 近近年年被被害害ををももたたららししたた主主なな地地震震

表表２２－－１１ 知知夫夫村村のの地地震震被被害害

発生時期 名称 マグニチュード 備考

昭和 58年 5 月 26 日 日本海中部地震 7.7 津波被害

平成 5 年 7 月 12 日 北海道南西沖地震 7.8 津波被害

特定観測地域

１.過去に大地震があって、最近大地震が起きていない地域

２.活構造地域

３.最近地殻活動の活発な地域

４.社会的に重要な地域

観測強化地域

異常が発見された場合に、さらに観測を強化して、異常を確か

める地域
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２．想定される地震の規模及び被害の状況

２２－－１１ 地地域域防防災災計計画画（（震震災災編編））にによよるる被被害害想想定定

（１）想定される地震の規模と震度

「島根県地震被害想定調査」（平成9年3月）で想定された4つの地震【松江南方・大田市西南方・

浜田市沖合・津和野町付近】の震度分布図を2-2に示す。

図2-2より、知夫村においては、いずれの地震においても震度4以下となっている。なお、島根県

地震被害想定調査にも記載され、存在が指摘されている宍道湖北岸の活断層である宍道断層(鹿

島断層)については、現在、各調査が実施されており、今後の調査結果が待たれる。

震度凡例

出典：島根県地震被害想定調査業務（平成８年度）

図２－２ 震度分布図

５弱

５強

４以下

６強

６弱

７
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２２－－２２ 地地震震防防災災ママッッププにによよるるゆゆれれややすすささ等等のの設設定定

（１）隠岐全域のゆれやすさマップ

一般的に、地震の規模が大きく震源から近いほど地震によるゆれは大きくなる。しかし、地震の規

模や震源からの距離が同じであっても、表層地盤の違いによってゆれの強さは大きく異なり、表層

地盤がやわらかな場所では、かたい場所に比べてゆれは大きくなる。

このような要因に基づき、1kmメッシュで表層地盤のゆれやすさを推定した「表層地盤のゆれやす

さ全国マップ」が内閣府により作成されている。このうち隠岐全域について図2-3に示す

出典：内閣府ＨＰ「表層地盤のゆれやすさ全国マップ」

図２－３ 表層地盤のゆれやすさ（隠岐全域）

これによると、知夫村全体は概ね安山岩質岩石および流紋岩質岩石等の硬い岩盤からなるた

め 、計測震度増分が小さくなっており、ゆれにくいと評価されている。

計測震度増分とは

地表での地盤のゆれは、表層のやわら

かい地盤の影響で深部よりも大きくゆれ

る。地表でのゆれの強さは、表層地盤の

やわらかさの程度によっている。この図

は、各地の平均よりもやわらかい地盤に

対して、地表でのゆれが深部（工学的基

盤）でのゆれに対して大きくなる割合（計

測震度増分)を示したものである。
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（２）知夫村の計測震度想定

一律にＭ6.9の震源（震源上端深さ＝4km）を想定した場合の計測震度は、図2-4に示すとおりで

あり、概ね「6弱」になると想定されている。

出典：内閣府ＨＰ「表層地盤のゆれやすさ全国マップ」

図２－４ 一律にＭ6.9の震源を想定した場合の震度分布
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【参考：地震ハザードステーション】

地震時のゆれを予測した地図は、「ゆれやすさマップ」以外にもインターネット等で公開されている。そ

の一例として、インターネットで調べることができる「全国を概観した地震動予測図(地震ハザードステー

ション)」を以下に示す。

以下に示すように想定している地震が違えば、同じ場所でもゆれの大きさが変わってくるので、このよ

うな図を見る場合には、想定条件を踏まえて見る必要がある

地震動予測図（隠岐全域） 条件設定

考慮する地震：全ての地震

期間 ：50年

条件 ：最大ケース

地図タイプ：

2%の確率で一定のゆれに見舞われる領域図

表示内容 ：地表の震度

基準日 ：2007年1月1日

考慮する地震：海溝型地震の全て

期間 ：50年

条件 ：最大ケース

地図タイプ：

2%の確率で一定のゆれに見舞われる領域図

表示内容 ：地表の震度

基準日 ：2007年1月1日

出典：防災科学技術研究所ホームページ「地盤ハザードステーション」

図２－５ 全国を概観した地震動予測図（知夫村）
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３．建築物の耐震化の現状等

３３－－１１ 住住宅宅のの耐耐震震化化のの現現状状

図２－６に島根県と知夫村の住宅数を示す。（島根県：平成１７年度末推計）

昭和５６年以降 昭和５５年以前

島根県

［250,700 戸］

1％［2,400 戸］

昭和５６年以降 昭和５５年以前

知夫村

［631 戸］

昭和５６年以降

昭和５５年以前 耐震診断で耐震性あり

昭和５５年以前 耐震改修済み

昭和５５年以前 耐震性なし

島根県の住宅数統計の出典：島根県耐震改修促進計画

図２－６ 住宅の耐震化の現状

知夫村の住宅数については、現地調査を行い算出した。昭和５５年以前に建築された住宅の「耐

震改修済み」等の割合については、目視確認調査内で確認できなかったことから、昭和５５年以前

の建築物については全て耐震性なしとした。なお、築年の不明な建物については、調査者の目視に

よる判断とした。

52％

［130,100 戸］

36％

［91,400 戸］

11％

[26,800 戸]

耐震化率 64％

32％

［204 戸］

68％

［427 戸］

耐震化率 32％
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３３－－２２ 特特定定建建築築物物のの耐耐震震化化のの現現状状

（１）多数の者が利用する建築物

表2-1に特定建築物の集計結果を、表2-2に特定建築物のうち村有建築物の集計結果を、表2-2-A

に用途別面積規模を満たさない特定建築物(集会所)の集計結果を、表2-3に用途別集計結果を示

す。

●耐震化率

全体…83％

災害時の拠点となる建築物…100％%

不特定多数の者が利用する建築物…0％（該当なし）

特定多数の者が利用する建築物・・0％

●昭和56年5月以前の特定多数の者が利用する建築物については、耐震診断を実施していない

ため、耐震性の有無を把握できていない。

●表2-1に示す3つの分類のうち、地震時に極めて重要な役割を果たし、公共的建築物が多数を

占める「災害時の拠点となる建築物」の耐震化率は100％となっている。

表２－１ 多数の者が利用する特定建築物の耐震化の現状 （単位：棟）

昭和 56年 5月以

前③

建築物

建築物

数①

(②+③)

昭和 56

年 6 月

以降② ③ の う

ち耐震

性 あ り

④

耐震性

あり⑤

(②+④

耐震化

率(%)

⑤/①

平成 21

年度末

多数の者が利用する特定建築物

（法第 6 条第 1 号）
6 5 1 0 5 83

公共 6 5 1 0 5 83

民間 0 0 0 0 0 0

5 5 0 0 5 100

公共 5 5 0 0 5 100

災害時の拠点とな

る建築物

役場

学校

体育館

福祉施設 民間 0 0 0 0 0 0

ﾎﾃﾙ･旅館 0 0 0 0 0 0

公共 0 0 0 0 0 0

不特定多数の者

が利用する建築

物
店舗

集会所 民間 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0

公共 1 0 1 0 0 0

特定多数の者が

利用する建築物

賃貸住宅

事務所

工場
民間 0 0 0 0 0 0
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表２－２ 多数の者が利用する特定建築物（村有建築物）の耐震化の現状 （単位：棟）

昭和 56年 5月以

前③

村有建築物

建築物

数①

(②+③)

昭和 56

年 6 月

以降② ③ の う

ち耐震

性 あ り

④

耐震性

あり⑤

(②+④

耐震化

率(%)

⑤/①

平成 21

年度末

多数の者が利用する特定建築物

（法第 6 条第 1 号）
6 5 1 0 5 83

災害時の拠点とな

る建築物

役場､学校､体育館

福祉施設
5 5 0 0 5 100

不特定多数の者

が利用する建築

物

集会所､ﾎﾃﾙ､旅館

0 0 0 0 0 0

特定多数の者が

利用する建築物
賃貸住宅､事務所

1 0 1 0 0 0

表２－２－Ａ 多数の者が利用する用途別面積規模要件を満たさない特定建築物

（村有建築物：集会所）の耐震化の現状 （単位：棟）

昭和 56年 5月以

前③

村有建築物

建築物

数①

(②+③)

昭和 56

年 6 月

以降② ③ の う

ち耐震

性 あ り

④

耐震性

あり⑤

(②+④

耐震化

率(%)

⑤/①

平成 21

年度末

多数の者が利用する用途別面積規

模要件を満たさない特定建築物
7 6 1 0 6 86
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表２－３ 多数の者が利用する特定建築物の耐震化の現状（用途別） （単位：棟）

昭和５６年５月以前

用 途

特
定
建
築
物

昭

和

５６

年

６

月

以

降

耐
震
診
断
実
施

耐
震
性
あ
り

耐
震
性
な
し

耐
震
改
修

実
施

耐

震

診

断

未

実

施

耐

震

性

あ

り

平
成
２
１
年
末

耐
震
化
率
（
％
）

小学校、中学校 2 2 0 0 0 0 0 0 2 100

体育館 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100

診療所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

老人ホーム 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100

保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

郵便局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

役場 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100

集会場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

店舗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ホテル、旅館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

理髪店、銀行その他これら

に類するサービス業を営む

店舗

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

車両の停車場又は船舶の

発着場を構成する建築物

で、旅客の乗降又は待合の

用に供するも

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

自動車車庫その他の自動

車又は自転車の停留又は

駐車のための施設

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

賃貸住宅 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

合 計 6 5 1 0 0 0 0 1 5 83
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（２）危険物の貯蔵場の用途に供する建築物

表2-4に特定建築物の集計結果を、表2-5に用途別集計結果を示す。

但し、知夫村において当該施設が平成21年度末で存していないことから、今回は一般の給油取

扱所を対象とした。

●耐震化率67％（3棟のうち2棟耐震性あり）

●耐震性の確認されていない1棟は、耐震診断未実施であると想定した。

●特定建築物の用途は、屋内貯蔵所、発電所、一般取扱所の順に多く、危険物の種類では4類

(ガソリン、灯油、重油等)が最も多い。

表２－４ 危険物の貯蔵場の用途に供する特定建築物の耐震化の現状 （単位：棟）

昭和 56年 5月以

前③

建 築 物

建築物

数①

(②+③)

昭和 56

年 6 月

以降② ③ の う

ち耐震

性 あ り

④

耐震性

あり⑤

(②+④

耐震化

率(%)

⑤/①

平成 21

年度末

危険物の貯蔵場の用途に供する

特定建築物
3 2 1 0 2 67

表２－５ 危険物の貯蔵場の用途に供する特定建築物の耐震化の現状（建物用途別）

（単位：棟）

特定建築物数

昭和５６年５月以前

用途分類
耐
震
診
断
実
施

耐
震
性
あ
り

耐
震
性
な
し

耐
震
改
修

実
施

耐震

診断

未実施

昭和

５６年

６月

以降

平
成
２
１
年
末

耐
震
化
率
（
％
）

合計 3 1 0 0 0 0 1 2 67

屋内貯蔵所 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般取扱所 3 1 0 0 0 0 1 2 67

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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（３）通行を確保すべき道路沿いの建築物

表2-6に特定建築物の集計結果を示す。

地震時に多数の者が円滑に避難できるよう、島根県建築物耐震改修促進計画では、『市町村が

市町村耐震改修促進計画に位置づけた道路は、耐震改修促進法第5条第3項第1号の緊急輸送道

路と同等とみなすことができるものとする。』とある。

本村では、今回の計画に伴い緊急輸送道路兼避難道路の指定を行った。今後、知夫村地域防

災計画にて新たに道路が指定された場合、道路幅員や沿道の建築物について調査を行う必要が

ある。

● 通行を確保すべき道路沿いの特定建築 6棟のうち 1棟の特定建築物については、耐震診断が

実施されていない。

表２－６ 通行を確保すべき道路沿いの特定建築物数

機能区分 幅員 建築物数 計 合計

緊急輸送道路 6ｍ未満 6 6 6

緊急輸送道路を閉塞するおそれがある住家建築物は、村内で181棟把握されており、そのうち

109棟の建築物が耐震改修の対象となる。
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第３章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標

１．目標設定における基本的な考え方

国の基本方針や島根県耐震改修促進計画では、平成27年度末までに、住宅及び特定建築物の

耐震化率を９０％にすることを目標に掲げている。

知夫村では、国の基本方針や島根県耐震改修促進計画を勘案し、今後積極的に耐震改修に取

組んでいくこととし、平成27年度末の耐震化の日標は、国や島根県の定めた目標に可能な限り近づ

くように設定する。

知夫村では、多くの建築物の耐震診断が未実施のため、耐震性が劣る建築物の把握が正確に

できていない。また、耐震診断により要改修と診断された場合、耐震改修を行う可能性が高くなるこ

とから、耐震化の目標とともに耐震診断の目標を設定する。

なお、耐震診断及び耐震化率の目標値については、進捗に応じて、適宜検証するものとする。

２．住宅の耐震化の目標

図３－１に、平成２１年度末の調査結果を元に、平成２７年度末の耐震化の目標を示す。

●耐震化率の目標：９０％

●平成27年度末までに耐震改修を行うべき住宅数４２７戸（約８５戸／年）

600

500

400

300

200

100

平成２１年度 平成２７年度

（現 状） （目 標）

昭和５６年以降

昭和５５年以前 耐震診断で耐震性あり

昭和５５年以前 耐震改修済み

昭和５５年以前 耐震性なし

図３－１ 住宅の耐震化の目標

204 戸

427 戸

250 戸

218 戸

100 戸

63 戸

耐震化率

３２％

耐震化率

９０％
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３．特定建築物の耐震化の目標

３３－－１１ 多多数数のの者者がが利利用用すするる特特定定建建築築物物

● 耐震化の目標：９０％ （平成２４年度末までに７０％、平成２６年度末までに８０％）

災害時の拠点となる建築物…………………１００％（平成２１年度末：１００％）

不特定多数の者が利用する建築物…………０％（平成２１年度末：対象建物無し）

特定多数の者が利用する建築物……………１００％（平成２１年度末：０％）

● 耐震診断の目標：１００％実施

（公共建築物は平成２４年度末まで、民間建築物は平成２６年度末までに実施)

● 民間建築物の耐震化を先導するため、特に公共建築物の耐震化を強力に進める。

表３－１ 多数の者が利用する特定建築物の耐震化の目標 （単位：％）

公共建築物

（％）

公共建築物

（％）
建 築 物

現状の耐震

化率（％）

平成２１年

度末 民間建築物

（％）

目標（％）

平成２７年

度末 民間建築物

（％）

83

［6］

【1】

100

［6］

【0】多数の者が利用する特定建築物

（法第 6 条第 1 号）

83

［6］

【1】
0

［0］

【0】

100

［6］

【0】
0

［0］

【0】

100

［5］

【0】

100

［5］

【0】災害時の拠点

となる建築物

役場､学校､

体育館、福祉施設

100

［5］

【0】
0

［0］

【0】

100

［5］

【0】
0

［0］

【0】

0

［0］

【0】

0

［0］

【0】
不特定多数の

者が利用する

建築物

集会所､

ホテル､旅館

0

［0］

【0】
0

［0］

【0】

0

［0］

【0】
0

［0］

【0】

0

［1］

【1】

100

［１］

【0】
特定多数の者

が利用する

建築物

賃貸住宅､

事務所

0

［1］

【1】
0

［0］

【0】

100

［１］

【0】
0

［0］

【0】

＊［ ］ 内は建築物（単位：棟）を示す。

＊【 】 内は耐震改修未実施の建築物（単位：棟）を示す。
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３３－－２２ 危危険険物物のの貯貯蔵蔵場場のの用用途途にに供供すするる建建築築物物

● 耐震化の目標：９０％ （平成２６年度末までに８０％）

● 耐震診断の目標：平成２６年度末までに１００％実施

表３－２ 危険物の貯蔵場の用途に供する建築物 （単位：％）

建 築 物
現状の耐震化率（％）

平成２１年度末
耐震化率の目標（％）

危険物の貯蔵場の用途に供す

る建築物

67

［3］

【1】

100

［3］

【0】

＊［ ］ 内は建築物（単位：棟）を示す。

＊【 】 内は耐震改修未実施の建築物（単位：棟）を示す。

３３－－３３ 通通行行をを確確保保すすべべきき道道路路沿沿いいのの建建築築物物

（１）地震発生時に通行を確保すべき道路の指定

● 耐震化の目標：９０％

● 道路橋の耐震化を行った区間で重要度の高い路線の順に耐震化を促進していく。

表３－３ 通行を確保すべき道路沿いの建築物の耐震改修率の目標

建築物棟数（％）

平成２１年度末
耐震化率の目標（％）

耐震性無し：１０５棟 （６０）
緊急輸送道路沿い

木造２階建住宅 耐震性有り：６９棟 （４０）
９０

耐震性無し：４棟 （５７）
緊急輸送道路沿い

非木造２階建以上住宅
耐震性有り：３棟 （４３）

９０

緊急輸送道路沿いの建築物の耐震化に当たっては、道路部局が実施している道路橋の耐震化

状況を踏まえながら促進する。また、緊急輸送道路の見直しや指定避難路の指定が行われた場合

は、沿道の建築物についても見直しを行い、計画の整合性を取ることとする。
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４．村有（公共）建築物の耐震化の目標

● 耐震化の目標：９０％

● 耐震診断の目標：平成２４年度末までに１００％実施

● これらの建築物は、関係部局と連携して強力に耐震化を進めていくこととする。

・ 地震時に避難場所や防災拠点として利用される学校や村役場など。

・ 地震時に利用者自ら避難することが困難である福祉施設など。

表３－４ 多数の者が利用する特定建築物の耐震化の目標 （単位：％）

村 有 建 築 物
現状の耐震化率（％）

平成２１年末

目標（％）

平成２７年

多数の者が利用する特定建築物

（法第 6 条第 1 号）

83

［6］

【1】

100

［6］

【0】

災害時の拠点と

なる建築物

役場､学校､体

育館、福祉施設

100

［5］

【0】

100

［5］

【0】

不特定多数の者

が利用する建築

物

集会所､ﾎﾃﾙ､

旅館

0

［0］

【0】

0

［0］

【0】

特定多数の者が

利用する建築物

賃貸住宅､事務

所

0

［１］

【1】

100

［１］

【0】

＊［ ］ 内は建築物（単位：棟）を示す。

＊【 】 内は耐震改修未実施の建築物（単位：棟）を示す。
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第４章 建築物の耐震化目標を達成するための施策

１．施策の基本的な取組み方針

住宅の現状３２％程度しかない耐震化率を、５年後の平成２７年に国の目標である少なくとも９

０％に引き上げるという高い目標を達成するためには、これまでの建替え及び改修工事の実績を遥

かに凌ぐペースで耐震化工事を実施する必要がある。

建築物の耐震化を促進するためには、建築物の所有者等が地震防災対策を自らの問題として、

また地域の問題として捉え、主体的に取組むことが何よりも重要であり、目標達成のための前提と

なる。

知夫村は、このような建築物の所有者等の取組みを支援する観点から、耐震診断及び耐震改修

に伴う所有者等の負担軽減のための制度の構築や耐震化を行いやすい環境の整備など必要な施

策を講じること、所有する公共建築物の耐震化に取組むこと、さらに県と連携して耐震診断や耐震

改修を促進することを取り組む。

知夫村 耐震診断及び耐震改修に係る基本的な取組み方針

(1)建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策

・ 耐震診断及び耐震改修に伴う所有者等の負担軽減のための制度の構築

・ 相談窓口の設置など耐震化を行いやすい環境の整備

・ 家具転倒防止対策など建築物以外の対策

・ 村内各地の防災対策など総合的観点から建築物の耐震化

(2)所有する公共建築物の耐震化

・ 被災後の応急活動や復旧活動の拠点となる建築物の優先的な耐震化

(3)建築物の地震防災に関する安全性の向上の関する啓発及び知識普及のための施策

・ 大規模地震が発生する可能牲、発生した場合の被害の大きさ、耐震診断・改修の必要性等に

ついて啓発及び知識普及

(4)県と連携して、耐震診断や耐震改修の促進

・ 各種講習会の実施や専門家の育成といった面での県との連携
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●● 住住宅宅・・建建築築物物耐耐震震改改修修等等事事業業予予定定

知夫村事業 県事業

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

イ 住宅の耐震診断

耐震診断に対する補

助あり

ハ 住宅に係る耐震

化のための計画の策

定

一 住宅の耐震化の

支援に関する事業

二 住宅の耐震化の

計画的実施の誘導に

関する事業等

イ 建築物の耐震診

断

ハ 建築物に係る耐

震化のための計画の

策定

二 建築物の耐震化

の支援に関する事集

二 建築物の耐震化

の計図的実施の誘導

に関する事業

三 住宅の耐震改修

又は建替えに関する

事業

耐震改修に対する補

助あり

四 建築物の耐震改

修又は建替えに関す

る事業

所有者への耐震診断補助

県有施設の耐震診断

村有施設の耐震診断

地域学習会、技術者養成

地域学習会、防災学習会

知夫村の耐震改修促進計画

知夫村の耐震改修促進計画

建築・住宅コンクール、技術者養成

所有者への耐震改修補助

村有施設の耐震改修

県有施設の耐震改修
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２．建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策

２２－－１１ 耐耐震震診診断断及及びび耐耐震震改改修修のの誘誘導導・・支支援援策策

本村は、耐震診断及び耐震改修にかかる負担を軽減し、耐震化の促進を図るための支援策とし

て、下記のような取組みの実施を予定している。

概概 要要
専門知臓をもつ耐震診断士を派這し、その診断にかかる費用の一

部を補助する事業
耐耐
震震
診診
断断助成内容

補助金 ：20,000円

個人負担：10,000円

概概 要要 耐震改修工事に要する費用の一部を補助する事業

耐震改修工事に要する費用の額×０.２３×２/３

ただし、1平方メートル当たり32,600円を限度とし、500,000円を上限と

する。
耐耐
震震
改改
修修

助成内容 租税特別措置法(昭和３２年法律第２６号)第４１条の１９の２に規定

する所得税額の特別控除の額

補助金の交付は前項各号の合計額から同項第２号の額を差し引い

た額を交付するものとする。(百円未満は切り捨てる)

２２－－２２ 耐耐震震改改修修のの実実施施をを促促すすたためめのの環環境境整整備備

（１）相談窓口の活用

建築物の耐震診断及び耐震改修の実施を希望する村民の相談に対応するため、専用相談窓口

「わが家の耐震相談窓口」を開設している。この窓口を有効に活用し、耐震診断や耐震改修の補助

事業に関する相談や耐震改修促進法の認定に関する相談に努める。

相談内容は、住宅の簡易耐震診断の実施に関すること、村及び県の補助事業の実施に関するこ

ととし、必要に応じて事例紹介を行うなど、総合的に対応する。

また、技術的な支援については、建築関係団体と連携して対応する

村民からの相談

・耐震診断や耐震改修の補助事業に関する相談

・耐震改修促進法の認定に関する相談

・住宅の簡易耐震診断の実施に関する相談

・村及び県の補助事業の実施に関する相談 等

「わが家の耐震相談窓口」

（知夫村専用相談窓ロ）

建築関係団体との連携

(技術的な支援)
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（２）専門技術者の養成・紹介体制の整備

島根県では、建築技術者及び事業者養成の講習会を受講し、受講修了登録を受けた技術者及

び事業者をホームページ等で紹介し、住民や特定建築物所有者が、一定の技術水準を持つ設計者

や施工技術者を自ら選択できるシステムの整備がなされ、建築事業者に関しても技術者と同様に、

耐震診断業務・改修工事の実績及び優良な技術者の人数等を登録し公表する制度の検討が行わ

れている。

知夫村でもこの島根県の取組みと連携し、県の制度を活用することにより、耐震診断及び耐震改

修を実施しようとする村民に対して、専門家の紹介や県の取組みの案内を行えるよう、相談体制の

整備や情報の公開を行う。

２２－－３３ 地地震震時時のの建建築築物物のの総総合合的的なな安安全全対対策策にに関関すするる施施策策

（１）建築物以外の地震予防対策

平成17年3月の福岡県西方沖地震や同年8月の宮城県沖地震の被害の状況から、ブロック塀の

安全対策、ガラスの破損や天井の落下防止対策等の必要性が改めて指摘されている。

知夫村では島根県と連携し、住宅・建築物の耐震化と並行してこれらの施設や設備の改善・指導

等を行う。

施設や設備の改善・指導等

知 夫 村

① ブロック塀の安全対策

②窓ガラス・屋外看板・外壁等の落下防止対策

③天井等の非構造部材の落下防止対策

④家具転倒防止対策等

建築物の耐震化に加えて行うべき対策

①ブロック塀の安全対策

ブロック塀は、プライバシーの確保や防犯・防火といった面で、村民の生活にとても有効なもので

ある。しかし、地震時にブロック塀が倒壊すれば、死傷者の発生や、避難路を塞ぐことによる避難・

救援活動への支障を引き起こすことになる。このため防犯や防火の観点からブロック塀のあり方を

改めて見直すとともに、自治会等を通じて安全対策について周知するとともに、自治会活動を通して

危険箇所を防災マップに表示するなど自治会レベルの被害防止対策を講じる。

また、ブロック塀の代わりに景観向上にも役立つ生け垣等を設置するよう啓発を行い、地震時の

地域の安全性を高めるようにする。

所 有 者

連携

県
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② ガラス・屋外看板・外壁等の落下防止対策

窓ガラスの破損や、屋外看板、外壁等の落下があれば、死傷者の発生や、がれきによる避難・

救援活動への支障が引き起こされる。このため窓ガラス等の破損や落下の危険性を所有者に周

知するとともに、施工状況の点検の実施、ガラス留め材の改善、屋外看板や外壁材の補強・落下防

止等に関する普及徹底を図り、必要に応じて改善指導を行う。

③天井等の非構造部材の落下防止対策

天井についても、体育館等の大規模空間を有する建築物を対象に、平成15年10月15日国住指

第2402号により国土交通省住宅局建築指導課長から都道府県建築主務部長あて通知された「大

規模空間を持つ建築物の天井崩落対策について(技術的助言)」の適合が求められている。大規模

空間を持つ建築物の天井等の非構造部材について、落下・崩壊等の被害発生が想定されます。こ

のため建築物の所有者等へ天井等の構造・施工状況の点検を促すとともに、適切な施工技術及び

補強方法の普及徹底を図り、必要に応じて改善指導を行う。

④家具転倒防止対策等

家具の転倒は、それによる人の負傷に加え、避難や救助活動への支障を引き起こすことになる。

このため身近な住宅内部での地震対策として家具の転倒防止を村民に呼びかけるとともに、家具

の固定方法の普及徹底を図る。

特に、動きの遅い高齢者にとっては致命的な問題ともなることから、居間や寝室など滞在時間の

長い部屋の安全対策が早急に実施されるよう、自治会等を通じて指導を含め情報の提供を行う。

（２）地震発生後の対応

地震により建築物・宅地が被害を受け、被災建築物・被災宅地の応急危険度判定が必要となっ

た場合は、島根県と連携して、被災建築物・被災宅地の判定実施本部等を設置するなどの必要な

措置を行う。

２２－－４４ 公公共共建建築築物物のの優優先先的的なな耐耐震震対対策策

現在、知夫村では、村所有施設の建築年調査を進めており、随時、耐震性能の診断を行う。

さらに、耐震性能の判別したものの中で、被災後応急活動や復旧活動の拠点となる建築物、救

助活動の拠点となる建築物に対して、特に優先的に耐震改修を実施する。

２２－－５５ 地地震震発発生生時時にに通通行行をを確確保保すすべべきき道道路路にに関関すするる事事項項

（１）地震発生時に通行を確保すべき緊急輸送道路兼避難道路の指定

島根県建築物耐震改修促進計画では、『市町村が市町村耐震改修促進計画に位置づけた道路

は、耐震改修促進法第5条第3項第1号の緊急輸送道路と同等とみなすことができるものとする。』と

ある。

本村では、今回の計画に伴い緊急輸送道路兼避難道路の指定を行った。
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（２）避難経路等確保の住宅等の耐震改修の促進

指定を行った緊急輸送道路兼避難道路沿道の耐震化を図るよう、様々な施策を検討する。地震

等により避難経路等の道路が閉塞する可能性があり、村民が避難所への避難に支障をきたすこと

が考えられる。そのために、住宅・建築物の耐震化の実施のために必要となる、避難路等の道路閉

塞率等の調査のため、道路幅員等の調査を行う。

２２－－６６ 地地震震にに伴伴うう崖崖崩崩れれ等等にによよるる建建築築物物のの被被害害のの軽軽減減対対策策

地震に伴う崖崩れ等による建築物の被害軽減のため、地すべり防止や急傾斜地崩壊防止の対

策、がけ地近接等危険住宅移転事業などの施策を検討する。

３．建築物の地震防災に関する啓発及び知識普及のための施策

３３－－１１ 地地震震ハハザザーードドママッッププのの作作成成・・公公表表

（１）地震ハザードマップの作成及び公表

住宅や建築物の所有者が耐震化を自らの問題又は地域の問題としてとらえ、所有者又は地域の

耐震化に関する取り組みに活用することができるよう、今後、島根県又は本村において地震に関す

るハザードマップを作成し、ホームページ等で公表することを検討する。

今後、知夫村防災ハザードマップの作成を行い、浸水想定区域、土砂災害警戒区域及び避難場

所開設予定施設などの情報を公開する。これらの災害情報と合わせて、地震防災マップ作成を行う

必要がある。

（２）自治会防災活動による身近な地震防災マップの作成

村民の連携意識を醸成し、村民による安全な避難活動等に役立てるため、自治会において、身

近な危険や安全な施設・場所・道路等を記載した街区ごとの「地域防災マップ」を作成するよう依頼

する。自治会や自主防災組織による自主的な防災活動を通して、安全な避難経路や危険な通路、

緊急車両の進入できない範囲、ブロック塀の転倒や看板の落下の危険性のある箇所、瓦・ガラスな

どの落下物に注意する箇所などを現状に即して記載し、村民が生活実感をもって身近に存在する

様々な危険を再認識できるようにする。

なお知夫村は、自治会や自主防災組織による地域点検活動、マップ作成作業、これを活用した

耐震診断・改修等の啓発活動及び危険箇所の改善事業等の取組みを支援する。

今回、耐震診断や耐震改修への優先度がわかりやすくなるような観点からマップ作成を行った。

ここでは、主要な緊急輸送道路沿いの建築物や緊急輸送路等の設定を行った。今後、地域におけ

る優先度を検討されることを期待する。
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３３－－２２ 効効果果的的なな啓啓発発メメデディィアアのの整整備備

（１）啓発用パンフレットの作成

国や島根県では、これまでの住宅の耐震診断を紹介するパンフレットに加え、耐震改修事例、家

具の転倒防止策等について、分かりやすく解説したパンフレット等を作成し、住宅の耐震診断等の

普及啓発を進めている。

知夫村においても、これら国や島根県の取組みを紹介するとともに、島根県や関係団体と連携し、

耐震診断及び耐震改修に関するパンフレットを作成し、耐震診断及び耐震改修の普及啓発の促進

に努める。

また、すべての世帯に必要な情報を提供するため、上記のパンフレットを基に、高齢者にも読みや

すく理解しやすい一般世帯向けのリーフレットを作成し配布する。更に自治会の回覧板を利用して

各戸に回覧し、村民へ広く情報を発信する。(財)日本建築防災協会発行のパンフレットや、リーフレ

ットも活用する。

（２）耐震改修事例集の作成

村民や民間事業者による耐震改修工事の参考となるよう、県から配布される耐震改修事例集を

相談業務等に活用する。

（３）島根県や周辺市町村、関係団体との連携によるセミナー・講習会の開催

島根県や周辺の市町村、関係団体と連携し、耐震診断及び耐震改修に関するセミナー・講習会

を住宅月間や建築防災週間等に開催する。

（４）広報用ビデオ等の活用

リーフレットや事例集など個別に配布するメディアのほかに、所有者の体験談・感想や工法別の

工事概要を記録したビデオ、DVDを購入し、多数が参加するセミナー、自治会講習会などの学習教

材とする。

３３－－３３ 自治会・自主防災組織の取組み及び支援

（１）自治会による耐震化の取組みの促進

今後5年間で耐震化率を大幅に引き上げるためには、個々の住宅に対する対応のみでは自ずと

限界がある。本村では、自治会及び建築関係団体と連携し、自治会単位で耐震診断及び耐震改修

活動を展開する仕組みを検討する。
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（２）自治会による防災学習会の開催

自治会単位での耐震化の取り組みが推進されるよう、知夫村では建築関係団体の協力のもと、

自治会総会等の機会を利用して防災学習会の開催を検討する。

防災学習会では、家具の転倒防止対策、耐震診断及び耐震改修、並びに自治会レベルでの地

域防災マップの作成の必要性等について説明し意識啓発を行う。

また、このような自治会との交流を通じて、改善が進みにくい高齢者世帯において、応急的な家

具転倒防止対策が建築関係団体のボランティア活動によって実施される仕組みを検討する。

３３－－４４ リリフフォォーームムにに併併せせたた耐耐震震改改修修のの促促進進

住宅設備のリフォームやバリアフリー化工事の際、併せて耐震改修をすることが、コストや手間を

軽減できることにつながる。リフォームに併せて耐震化が行われるよう、建築主及び建築事業者に、

村による診断費の補助や公表する等の措置を検討する。

また、講習会で事例等を紹介し普及啓発に努めるとともに、建築主からリフォームの相談があっ

た場合には耐震改修に関する啓発や助言を行う。

３３－－５５ 耐震性能の高い建築物の整備促進、地震保険の普及啓発

（１）耐震性能の高い建築物の整備促進

新たに建築される建築物については、現行の新耐震基準等に従って適切に建築されるよう、建築

基準法に基づく検査を徹底するとともに、住宅性能表示制度の活用等により、より高い耐震性能の

住宅が建設されるよう普及啓発を図る。

（２）地震保険等への加入促進

知夫村では、税制面での優遇(地震保険料控除)なども含めて、地震保険の活用についての啓発

を進める。また、広報及びホームページ掲載等により、民間損害保険会社の地震保険又は火災に

加え地震被害も補償する建物更生共済(建更)等の加入促進に向けた情報提供に努める。
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４．今後の推進体制整備等に関する方策

４４－－１１ 関関係係団団体体等等にによよるる連連携携体体制制のの整整備備

知夫村は、建築関係団体と連携して、自治会・自主防災組織等による防災活動の支援や相談窓

口の開設などを進める。このため、県と連携してすべての建築関係団体に対して、建築物の耐震化

をはじめとする地震防災対策に係る行政施策への協力やボランティア活動などの地域貢献に積極

的に取り組むよう要請する。

（１）財源の確保

耐震改修促進計画に示した施策を推進していくためには、それに要する財源を確保するとともに、

さらに限られた財源の中で効率よく事業を展開していくことが重要である。そのため、国や県の各種

事業を積極的に活用していくとともに、耐震改修の優先順位付けにより効率的・効果的に推進す

る。

（２）役場内関係部局等との連携の強化

住宅政策の推進に当たっては、村民等との連携とともに、役所内の推進体制を整備することが重

要である。耐震改修促進計画については、都市政策部門や防災部門との連携が不可欠である。

（３）自治会、村民、民間事業者等の取り組みへの支援

今後は自治会や村民ならびに民間事業者との連携がますます重要となる。自治会や村民等の取

り組みを支援するため、村民等の活動の場や情報の提供などにより団体間の交流促進を図る。

４４－－２２ 計計画画のの進進捗捗状状況況のの把把握握にに向向けけたた仕仕組組みみづづくくりり

耐震診断及び耐震改修の進捗状況、住宅及び建築物を取り巻く環境は年々変化する。

本計画に位置づける公共の建築物の耐震化については着実に実施されるよう、進捗状況を定期的

に確認しながら促進を図る。

住宅については、各年度の耐震診断や耐震改修費助成の実績や、除却・建替えの状況等を把握

しながら、進捗状況の確認を行う。

民間が所有する特定建築物については、島根県と連携し、指導等を行いながら耐震化の促進を

図る。

耐震改修促進計画の進捗状況の把握や、実施計画の見直しについては、本計画を職務として担当

する職員の配置が必要である。担当職員は今回作成した促進計画のマネージメントサイクルとして

ＰＤＣＡを実施していくことが重要である。これにより、目標の管理の評価、改善方法の検討をタイム

リーに実施することできる。
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※)ＰＤＣＡ：マネジメントサイクルの1つである。計画（plan）、実施・実行（do）、評価・点検（check）、改

善・処置（act）の順にプロセスを実施していく。改善・処置（act）は評価・点検の（check）

の結果によって当初の計画達成にむけての改善・処置策かを検討し、計画、実施、実

行の見直しを行ってゆく。これらのプロセスを順に繰り返す（スパイラルアップ）ことによ

って、継続的な改善活動を推進する手法である。

４４－－３３ 計計画画のの策策定定とと見見直直しし

本計画については、事業の進捗状況と社会情勢の変化、各年度の予算状況や進捗状況の確認

を行い、必要に応じて計画の見直し等を行う。

４４－－４４ そそのの他他

本計画を実施するにあたり、必要な事項は別途定める。


